
新型コロナウイルスの感染拡大をきつかけとし

て、デジタル・ITツ ールの導入を余儀なくされた

中小企業者の方々も多いのではないでしょうか。

また、従来の対面型事業活動からの変更を迫ら

れるケースも増えているのではないかと思います。

このようなコロナ禍における事業活動は、コロ

ナの収東後においても標準化される可能性が高く、

中小企業者のみなさまに、従来とは異なる価値観

を事業活動に取り入れることが求められています。

仙台弁護士会では、デジタル・ ITツ ールを活用

した中小企業支援の専門家と弁護士を講師とし

て、ウィズコロナ、アフターコロナにおけるデジ

タル・ITツ ールの活用法及びそれらに関連する法

制度についての理解を深めていただき、中小企業

者の方々の今後の事業活動に役立ててもらうこと

を目的とする請演会を開催します。是非、ご参力0

ください。
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デジタル・ I丁ツールに関する法律問題

弁護士渡邊 弘毅
(デジタル O ITツールを活用した広告活動に関する法律問題)
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(テ レワークに関する法律問題)
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Web開催
■(Z00m Webiner利用予定
※お手持ちのパソコン・スマー トフォン・タブレット等から視聴していただく形のセミナーになり

ます。会場での開催ではありませんので、ご注意ください。

申込方法 :裏面に必要事項をご記入のうえFAXし ていただくか、裏面記載の申し込みフォームより

お申し込みください。開催日が近づきましたら視聴方法をメールでご案内いたします。

弁護士に相談したり方lき

こちらまで

0570‐001‐ 蟄
栃Webからもお申込みができます。ひまわりほつとダイヤルロ匿訳

お問い合わせ刻山台弁護蛤8022223eltt   l初
里璽璽覗聾聾ヨ堅平憂P響り摯_』共催/仙台弁護士会 0日本弁護士連合会

後援/中小企業庁G定 )。独立行政法人中小企業基盤整備機構、全国中小企業団体中央会、日本商工会議所、全国商工連合会、日本政策金融公庫、

日本司法支援センター (法テラス)

※電話相談サービスではありません。

: 中小企業支援強化月間(7月 )中  |

き 初回画談相談彎 無料 理



必要事項を記載のうえ、下記へお申し込みください。

開催日が近づきましたら視聴方法をメールでご案内いたします。 (参加費無料)

仙台弁護士会中小企業法律支援窓□ (ひまわり中小企業センタ…)

FAX宛先:1中 022-726-2545

Webセミナーヘのインターネットでのお申し込みはこちら

右側QRコードからお申し込みください。

仙台弁護士会HP(https:〃 senben.orgノ )の「お知らせJページからも
お申し込みいただけます。

お名前 (ふ りがな)

(必須)

ご所属・役職

ご連絡先 (TEL)

(必須)mait:

※ご記載いただいた個人情報は、本セミナー参カロのご案内のみに利用し、適切に管理いたします。

〔お電話から〕

基本情報をお伝えください。

全国共通専用ダイヤル

0570‐001‐240

…平日 (祝日を除く)10:00～ 1200/1300～ 16110

“

通話料がかかります。
K一部の P電話から1よ 繋がりません。

Xお近くの弁護士会に繋がります。

〔ヽⅣebから〕

オンライン申込ページヘ

お進みください。

スマートフォンはこちらから一

ひまわりほつとダイヤル

基本情報入力
入カフォームにてお名前・連絡先等を
入力してください。

回 どんな悩みでも弁護士と面談ができますか?

中小企業及び個人事業者の仕事上のお悩みであれば、どん
なことでも受け付けています。

回 弁護士と面談したら費用はいくらかかりますか?

ひまわりほつとダイヤルでは

「

部の地域を除き、初画面談
30分間に限り無料です。初回面談30分間が有料の地域
はlrvebからご確認いただけます。

回 電話でどんなことを伝えればよいですか?

窓□には、社名、業種、相談者の氏名、住所、連絡先などの基
本的な情報などをお伝えください。弁護士が直接折り返しま
す。弁護士からの折り返し電話では、弁護士から質問された
事項をお答えください。

懸 面談した弁護士に畷1審続き依頼はできますか?

お話を伺つて、弁護士が解決できることであれば、解決までお手伝いします。
※別途費用がかかります。※相談内容の概要をお伺いした結果、他の窓□
をご紹介することもあります。
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L 談 弁護士の事務所等でご沐目談ください。


